
＜一般委託＞

(「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用）

1 目　　的 　別紙「業務仕様書」参照

2 履行期間 　令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで

3 施行場所 　横須賀市久里浜台１－１８ほか

4 業務内容 　別紙「業務仕様書」参照

5 特記事項 　この契約で示した内訳単価以外を使用する場合については、別途協議により決定する。

6 関係法規 　なし

7 資格要件

　本業務履行については、入札参加申請時点で「造園施工管理技士」又は「街路樹剪定士」の資
格を有するものを雇用しており、履行期間を通じて当該資格を有する者の指導のもとに業務を履
行することができること。
　なお、本業務の入札参加条件として、平成29年４月１日から令和２年３月31日までに履行し
た、横須賀市が発注した業務（剪定・樹木伐採）について、次のアからウまでのすべてに該当す
ること。
　ア　業務委託成績評定の対象となる契約において、A又はBの評定を１案件以上受けた実績を
有すること。（履行期間が３か月以上のもの）
　イ　業務委託成績評定の対象となる契約において、D又はEの評定を受けたことがないこと。
　ウ　評定点の合計を平均した点数が85点以上であること。

8 契約方法 　単価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法
　本件は２回払い（１２月・３月の末締め）で、実際取引数量をもって受託者の請求により精算
する。ただし、消費税として精算額に、税率相当額を加算（円未満の端数切捨て）するものとす
る。

10 業務委託成績評定 　　　　　　　　　　　　　　　対象　　　・　　　非対象

11 現場代理人の配置 　　　　　　　　　　　　　　　必要　　　・　　　不要

12 その他事項

　業務の施行にあたっては、本業務仕様書を優先適用するほか、令和２年４月改正の「神奈川県
土木工事共通仕様書」によるものとする。
　年度当初に委託者と受託者の両者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、翌
年度の４月１日から９月30日まで、本契約と同条件で契約する予定である。
　なお、受託者が当該契約を締結する意思がない場合等については、履行期間満了日の１か月前
までに通知すること。
　その他、この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

13
監督員
連絡先

　環境政策部公園管理課　担当　　中田　喜吉

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グ
リーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示
がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく
環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）
・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めてい
るので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

久里浜地区公園植物管理業務（一般委託）仕様書

久里浜地区公園植物管理業務に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

＜指示又は希望事項＞

グリーン
物品購入
及び

環境配慮
関係



久里浜 （ 税抜き ）

種　別 細　　別 単位 予定数量 上限単価 契約単価

常緑樹基本剪定　幹周30～59㎝ 本 200 14,834

常緑樹軽剪定　　 幹周15～29㎝ 本 200 6,257

刈込物手入（手刈り）　　 樹高1.5ｍ未満 ㎡ 100 560

刈込物手入（機械刈り）　樹高1.5ｍ未満 ㎡ 100 341

生垣手入（手刈り）　　 樹高0.75ｍ未満 ｍ 80 359

生垣手入（機械刈り）　樹高0.75ｍ未満 ｍ 80 220

藤手入（棚部） ㎡ 80 7,683

病害虫防除 天狗巣病枝切除 本 5 19,208

施肥（中低木）　0.05㎏／株使用　高度化成15-15-15 本 5 222

施肥（寄植え）　0.1㎏／㎡使用　　 高度化成15-15-15 ㎡ 5 92

立木伐採（枯損木処理）　人力　幹周20～29㎝ 本 50 2,819

立木伐採（枯損木処理）　チェーンソー刈り　幹周20～29㎝ 本 50 2,602

笹伐採　樹高2.0ｍ以下 ㎡ 50 1,920

竹伐採　樹高4.0ｍ以下 ㎡ 50 12,485

人力除草 ㎡ 550 409

草取（人力）　カヤ等・除根含む ㎡ 200 695

機械除草　肩掛式 ㎡ 3,000 145

機械除草　ハンドガイド式 ㎡ 850 101

芝生地除草　人力草取 ㎡ 1,500 290

機械芝刈り　ハンドガイド式 ㎡ 1,500 51

枝落とし　胸高直径11～20㎝　吊るし切り 本 50 12,681

伐倒　胸高直径11～20㎝　吊るし切り 本 50 17,999

笹伐採　樹高2.0ｍ以下 ㎡ 40 2,881

竹伐採　樹高4.0ｍ以下 ㎡ 40 18,247

除伐・つる切り ㎡ 30 147

灌水　一般 ㎡ 5 165

支柱撤去　木製支柱各種 組 5 2,084

焼却処分（横須賀ごみ処理施設）2t積トラック　久里浜行政センター管内８.８km kg 1,500 42

資源化（積替保管施設）2t積トラック　久里浜行政センター管内８.５km kg 13,200 42

資源化（民間処理施設　枝・幹）2t積トラック　久里浜行政センター管内７.０km kg 20,000 48

資源化（民間処理施設　竹）2t積トラック　久里浜行政センター管内７.０ｋｍ kg 1,000 72

　  ※ 契約単価欄は、契約者が記入する。

その他

急傾斜地
樹林管理

　　※契約単価は、各項目ごとに定めた上限単価以下とすること。

　　※予定数量に契約単価を乗じた金額（税抜）の総額を入札金額とすること。

内　訳　表

剪　定

施　肥

伐　採

除　草

芝生管理

発生材処理
(運搬費込み)



業  務  仕  様  書 

 

  １ ． 業 務 目 的     本 業 務 は 、 公 園 内 の 樹 木 等 を 常 に 良 好 な 状 態 に 維 持 出 来 る よ う に

す る た め 、 樹 木 剪 定 ・ 除 草 等 の 年 間 植 物 管 理 を 施 行 す る も の で あ る 。  

 

２ ． 施 行 場 所    施 行 場 所 は 、 別 紙 「 公 園 一 覧 表 」 の 通 り と す る 。  

 

  ３ ． 履 行 期 間    令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 

  ４ ． 一 般 事 項  

     （ １ ）  受 託 者 は 本 仕 様 書 に 基 づ き 、 監 督 員 の 指 示 に 従 っ て 、 業 務 内 容 を 速 や か  

        に 履 行 す る こ と 。  

特 に 、 市 民 要 望 等 の 緊 急 を 要 す る 業 務 内 容 は 原 則 と し て 、 監 督 員 か ら の  

指 示 後 、 早 急 に 作 業 を 着 手 す る こ と 。  

（ ２ ）  業 務 実 施 に 当 た っ て は 、 年 間 植 物 管 理 業 務 で あ る こ と を 理 解 し 、 事 前 に  

業 務 履 行 に 偏 り が 無 い 、 平 準 化 し た 業 務 計 画 を 施 行 計 画 書 と し て 作 成 ・ 提  

出 し 、 業 務 の 適 正 な 履 行 に 最 大 限 努 め る こ と 。 又 事 前 に 作 業 月 ご と の 工 程

表 を 提 出 し 、 監 督 員 の 承 諾 を 得 る こ と 。  

（ ３ ）  植 物 管 理 業 務 の 目 的 及 び そ の 管 理 業 務 が 及 ぼ す 影 響 の 大 き さ を 十 分 認 識  

   し 、 特 に 生 き 物 と し て の 植 物 に 対 す る 細 心 の 注 意 と 愛 情 を 持 っ て 業 務 に 取  

組 む こ と 。  

（ ４ ）  業 務 作 業 時 に は 、 公 園 利 用 者 の 安 全 に は 十 分 注 意 し 、 怪 我 ・ 損 傷 等 を 生  

 じ た 場 合 に は 受 託 者 の 責 任 に お い て 処 置 す る と 共 に 監 督 員 に 報 告 す る こ と 。  

    な お 、 公 園 内 の 施 設 に も 配 慮 し 、 そ の 機 能 及 び 利 用 等 に 支 障 を き た す 恐

   れ の な い 様 、 十 分 注 意 し て 万 全 の 策 を 講 ず る こ と 。  

（ ５ ）  受 託 者 は 業 務 完 了 後 、 速 や か に 完 了 届 及 び 業 務 写 真 ・ 報 告 書 等 を 監 督 員  

に 提 出 す る こ と 。  

（ ６ ）  本 業 務 に は 、 業 務 に 必 要 な 作 業 区 域 内 に お け る 発 生 物 の 収 集 、 片 付 け 、  

   小 運 搬 、 清 掃 等 が 含 ま れ て い る 。  

（ ７ ）  樹 木 管 理 時 に 用 い る 機 械 器 具 及 び 消 耗 品 等 は 、 す べ て 受 託 者 の 負 担 と す  

   る 。  

（ ８ ）  本 仕 様 書 に 定 め る 事 項 に つ い て 、 疑 義 が 生 じ た 場 合 及 び 定 め の な い 事 項  

が 生 じ た 場 合 に は 、 監 督 員 の 指 示 に 従 う こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 



５ ． 業 務 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

業 務 内 容  

1） 樹 木 管 理  

① 高 木 剪 定  

基 本 剪 定 （ 常 緑 樹 手 入 ： 幹 周 30㎝ ～ 59㎝ ）  

軽 剪 定  （ 常 緑 樹 手 入 ： 幹 周 15㎝ ～ 29㎝ ）  

② 刈 込 物 手 入  

手 刈 り （ 樹 高 1.5ｍ 未 満 ）  

機 械 刈 り （ 樹 高 1.5ｍ 未 満 ）  

③ 生 垣 手 入  

手 刈 り （ 樹 高 0.75ｍ 未 満 ）  

機 械 刈 り （ 樹 高 0.75ｍ 未 満 ）  

④ フ ジ 手 入  

棚 部 剪 定  

⑤ 病 害 虫 防 除                            

天 狗 巣 病 枝 切 除    

⑥ 施 肥                               

中 低 木 施 肥    

寄 植 え 施 肥  

⑦ 立 木 伐 採   

人 力 （ 幹 周 20㎝ ～ 29㎝ ）                   

チ ェ ー ン ソ ー （ 幹 周 20㎝ ～ 29㎝ ）  

⑧ 笹 伐 採  

樹 高 ２ ． ０ ｍ 以 下  

⑨ 竹 伐 採  

樹 高 ４ ． ０ ｍ 以 下  

２ ） 除 草  

① 人 力 除 草  

② 人 力 草 取 （ カ ヤ 等 除 根 含 む ）  

 ③ 機 械 除 草 （ 肩 掛 式 ）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 務 内 容  

④ 機 械 除 草 （ ハ ン ド ガ イ ド 式 ）  

３ ）  芝 生 管 理  

 ① 芝 生 地 除 草 （ 人 力 草 取 ）  

② 機 械 芝 刈 り （ ハ ン ド ガ イ ド 式 ）  

４ ） 急 傾 斜 地 樹 林 管 理  

① 枝 落 と し （ 胸 高 直 径 １ １ ㎝ ～ ２ ０ ㎝ ）  

② 伐 倒 （ 胸 高 直 径 １ １ ㎝ ～ ２ ０ ㎝ ）  

③ 笹 伐 採  

樹 高 ２ .０ ｍ 以 下  

④ 竹 伐 採  

樹 高 ４ .０ ｍ 以 下  

⑤ 除 伐 ・ つ る 切 り  

５ ） そ の 他  

① 灌 水  

② 支 柱 撤 去  

木 製 支 柱 各 種  

６ ） 発 生 材 処 理 （ 運 搬 費 込 み ）  

①  焼 却 処 分 （ 横 須 賀 ご み 処 理 施 設 「 エ コ ミ ル 」 ）  

②  資 源 化 （ 積 替 保 管 施 設 ）  

③  資 源 化 （ 民 間 処 理 施 設 ）  

枝 ・ 幹  

  竹  



６ ． 業 務 仕 様  

  （ １ ） 樹 木 管 理  

       ①  剪 定 時 期 に つ い て は 、 各 樹 木 の 適 期 に 施 行 す る こ と と し 、 事 前 に 監 督 員  

の 承 認 を 得 る こ と 。  

    ②  高 木 剪 定 は 、 基 本 剪 定 と 軽 剪 定 と し 、 そ の 方 法 は 次 の 通 り と す る 。  

ア ．  基 本 剪 定 は 、 樹 木 の 骨 格 づ く り を 目 的 と す る も の で 、 主 と し て  

  冬 季 剪 定 に 適 用 す る 。  

            密 生 し た 枝 や 不 必 要 な 枝 を 整 理 し 、 維 持 管 理 上 必 要 と さ れ る 大  

           き さ に 樹 形 を 整 え る こ と を 原 則 と す る 。  

            な お 、 特 に 監 督 員 よ り 指 示 が な い 場 合 に は 、 切 詰 め 、 切 返 し 、  

           枝 お ろ し 剪 定 等 で 大 き く 縮 小 す る 縮 小 剪 定 を 行 う こ と 。  

イ ．  軽 剪 定 は 、 樹 冠 の 整 正 、 込 み す ぎ に よ る 枯 損 枝 の 発 生 防 止 な ど  

  を 目 的 と す る も の で 、 主 と し て 夏 季 剪 定 に 適 用 す る 。  

   切 詰 め 、 枝 す か し （ 枝 抜 き ） な ど が 主 体 と な り 、 全 体 と し て 枝  

  葉 量 を 減 少 さ せ る こ と を 原 則 と す る 。  

ウ ．  高 木 剪 定 の 基 本 剪 定 は 、 常 緑 樹 の 幹 周 （ 30～ 59cm） を 基 準 と  

  し 、 軽 剪 定 は 、 常 緑 樹 の 幹 周 （ 15～ 29cm） を 基 準 と す る 。  

   樹 種 や 幹 周 の 異 な る 場 合 は 別 紙 「 換 算 表 」 に よ り 精 算 す る こ と 。  

エ ．  太 い 枝 を 剪 定 し た 時 に は 、 必 要 に 応 じ て 切 り 口 に 癒 合 剤 を 塗 布  

           す る こ と 。  

オ ．  切 り 取 っ た 枝 葉 は 、 公 園 内 に は 放 置 せ ず に 、 速 や か に 場 外 へ 片  

付 け る こ と 。  

③  刈 込 物 手 入 に つ い て は 、 樹 冠 を 縮 小 さ せ る 事 を 目 的 と し 、 刈 込 み 鉸 及 び  

  剪 定 機 に よ り 作 業 を 行 う こ と 。  

  な お 、 防 犯 上 の 配 慮 と し て 、 寄 植 え 植 栽 に よ っ て 園 内 に 死 角 を 作 ら な い  

 よ う に す る た め 、 全 体 と し て ま と ま り の あ る 形 状 で 見 通 し を 良 く す る 様 な  

 刈 込 み 作 業 を 行 う こ と 。  

  さ ら に 、 公 園 施 設 に 面 し て い る 植 栽 の 刈 込 み 作 業 に 当 っ て は 、 鋭 利 な 切  

 断 面 が 生 じ な い 様 に 切 戻 し な ど の 適 切 な 作 業 を 行 う こ と 。  

  監 督 員 の 指 示 に よ り 、 仕 上 げ 高 を 決 定 す る こ と 。  

  な お 、 樹 高 1.5m未 満 を 基 準 と し 、 樹 高 の 異 な る 場 合 に は 別 紙 「 換 算 表 」  

 に よ り 精 算 す る こ と 。  

④  生 垣 手 入 に つ い て は 、 帯 状 に 列 植 さ れ た 植 栽 を 天 端 部 分 に 揃 え 、 一 定 幅  

 に 定 め て 、 両 面 を 刈 込 む こ と 。  

  監 督 員 の 指 示 に よ り 、 仕 上 げ 高 を 決 定 す る こ と 。  

  な お 、 樹 高 0.75m未 満 を 基 準 と し 、 樹 高 の 異 な る 場 合 に は 別 紙 「 換 算 表 」  

に よ り 精 算 す る こ と 。  

⑤  フ ジ 手 入 に つ い て は 、 適 切 な 時 期 に 実 施 す る こ と 。 作 業 は 、 花 芽 を 残 し 、 枯

れ 枝 、 込 み あ っ た 枝 、 長 す ぎ る 枝 を 剪 定 す る こ と 。  

⑥  天 狗 巣 病 枝 切 除 は 、 適 切 な 時 期 に 実 施 す る こ と 。 切 除 枝 は 焼 却 処 分 す る  



 こ と 。  

⑦  立 木 伐 採 に つ い て は 、 幹 周 20～ 29cmを 基 準 と し 、 幹 周 の 異 な る 場 合 に  

 は 、 別 紙 「 換 算 表 」 に よ り 精 算 す る こ と 。  

⑧  笹 ・ 竹 伐 採 は 地 際 で 行 う も の と し 、 切 り 口 は 危 険 が 無 い よ う に 適 切 な 処  

理 を す る こ と 。  

    （ ２ ） 除 草  

      ①  除 草 に つ い て は 、 主 に 機 械 草 刈 （ ハ ン ド ガ イ ド 式 又 は 肩 掛 式 ） を 適 用 す  

る こ と 。  

                  ハ ン ド ガ イ ド 式 機 械 除 草 に つ い て は 、 施 工 面 積 が 広 い 箇 所 で 適 用 す る も  

               の と し 、 肩 掛 式 機 械 除 草 は 急 傾 斜 地 等 で ハ ン ド ガ イ ド 式 が 用 い ら れ な い 箇  

                     所 で 適 用 す る こ と 。  

な お 、 機 械 草 刈 が 出 来 な い 場 合 に は 、 人 力 草 刈 と す る 。  

②  平 地 で の 作 業 は 、 繁 茂 し て い る 雑 草 を 地 際 よ り 丁 寧 に 刈 取 る こ と 。  

法 面 で の 作 業 は 、 表 土 の 崩 落 を 防 ぐ た め 、 地 際 よ り 多 少 残 し て 刈 取 る こ と 。  

な お 、 周 辺 の 樹 木 等 を 傷 つ け な い 様 十 分 注 意 す る こ と 。  

③  刈 取 っ た 雑 草 は 、 そ の 日 の 内 に 運 搬 処 理 す る こ と 。  

  や む な く 処 理 出 来 な い 場 合 に は 、 公 園 利 用 者 の 妨 げ と な ら な い 場 所 に 一  

 時 仮 置 き し 、 そ の 際 、 草 が 飛 散 し な い 様 シ ー ト 等 で 覆 っ て お く こ と 。  

④  作 業 終 了 後 は 、 作 業 区 域 内 の 清 掃 を 行 い 、 発 生 材 等 ゴ ミ が 無 い よ う に す  

る こ と 。  

（ ３ ） 芝 生 管 理  

  ①  芝 刈 り は 機 械 刈 り と し 、 徒 長 し た 茎 葉 を 周 辺 の 樹 木 等 に 損 傷 し な い 様 、

刈 込 む こ と 。  

踏 圧 に よ る 芝 生 損 失 を 減 ら す た め 、 刈 込 高 は ５ ｃ ｍ 程 度 と す る が 、 状 況

に 合 わ せ て 監 督 員 と 協 議 す る こ と 。  

      ②  除 草 （ 人 力 草 取 ） に つ い て は 、 雑 草 の 繁 茂 状 況 が 中 密 生 の 場 合 を 基 準 と  

       し 、 芝 生 地 内 に 発 生 し た 雑 草 を 根 ま で 抜 取 る 作 業 で あ る が 、 芝 に 損 傷 を 与

え な い 様 に 注 意 す る こ と 。  

（ ４ ） 急 傾 斜 地 樹 林 管 理  

  ①  枝 落 と し ・ 伐 倒 に つ い て は 、 都 市 林 等 の 急 傾 斜 地 内 で 作 業 を 行 う 場 合 に

適 用 し 、 吊 る し 切 り 作 業 に よ り 枝 ・ 幹 を 安 全 に 降 下 さ せ る こ と 。  

       な お 、 胸 高 直 径 （ 11～ 20cm） を 基 準 と し 、 直 径 の 異 な る 場 合 に は 別 紙  

      「 換 算 表 」 に よ り 精 算 す る こ と 。  

②  除 伐 ・ つ る 切 り は 幹 周 10cm未 満 の 実 生 木 や つ る 性 植 物 な ど を チ ェ ー ン  

       ソ ー 、 な た 等 を 使 用 し て 除 伐 す る こ と 。  

                       な お 、 フ ェ ン ス や 樹 木 等 に 巻 き つ い て い た り 、 枝 が 垂 れ 下 が っ て い る つ  

       る 性 植 物 も 除 去 す る こ と 。  

刈 取 っ た つ る 等 は 、 速 や か に 運 搬 処 理 す る こ と 。  

（ ５ ） そ の 他  

①  灌 水 に つ い て は 、 主 に 夏 季 の 乾 燥 時 期 に 必 要 に 応 じ て 行 う こ と 。  



 な お 、 灌 水 作 業 中 は 来 園 者 の 迷 惑 と な ら な い 様 に 十 分 注 意 し て 行 う こ と 。  

 用 水 は 受 託 者 の 負 担 と す る 。  

 灌 水 時 間 は 、 夏 季 の 場 合 、 日 中 を 避 け 朝 又 は 夕 方 と す る 。  

②  支 柱 撤 去 に つ い て は 、 支 柱 材 が 朽 ち て 来 園 者 に 危 険 と な る 物 や 支 柱 と し

て 役 割 が 無 く な っ た 物 を 撤 去 す る こ と 。  

    支 柱 取 外 し に 当 た っ て は 、 樹 木 の 根 及 び 幹 を 損 傷 し な い 様 に 十 分 注 意 し  

   て 行 う こ と 。  

（ ６ ） 発 生 材 処 理 （ 運 搬 費 込 み ）  

        原 則 と し て 、 作 業 を 行 っ た 公 園 か ら 、 可 能 な 限 り 分 別 し て 処 理 施 設 ま で

運 搬 し 、 処 理 を 行 う こ と 。  

        な お 、 横 須 賀 ご み 処 理 施 設 「 エ コ ミ ル 」 及 び 積 替 保 管 施 設 に 搬 入 す る 場

合 は 、 必 ず ２ 名 以 上 で 行 う こ と 。  

 

  ７ ． 出 来 形 管 理 （ 公 園 別 ）  

    （ １ ）  業 務 箇 所 図 に つ い て  

         業 務 範 囲 及 び 業 務 内 容 が 明 確 に な る よ う に 図 示 す る こ と 。  

    （ ２ ）  業 務 集 計 表 に つ い て  

         業 務 内 容 ご と に 集 計 を す る こ と 。  

         な お 、 高 木 剪 定 ・ 刈 込 物 手 入 ・ 生 垣 手 入 ・ 立 木 伐 採 ・ 枝 落 と し ・ 伐  

倒 に つ い て は 、 換 算 表 に 対 応 す る よ う に 集 計 す る こ と 。  

         な お 、 業 務 量 を 把 握 す る た め に 必 要 な 根 拠 資 料 も 監 督 者 と 協 議 の 上 、  

        提 出 す る こ と 。  

    （ ３ ）  写 真 管 理 に つ い て  

         状 況 写 真 （ 施 行 前 ・ 後 ） 等 の 撮 影 頻 度 は 、 原 則 と し て 下 表 に よ り  

        撮 影 す る こ と 。  

          

 

 

 

 

 

         な お 、 竹 を 処 理 施 設 へ 搬 入 す る 場 合 は 、 搬 入 し た こ と が 分 か る よ う に 、

必 ず 写 真 を 撮 影 す る こ と 。  

    （ ４ ）  発 生 材 処 理 量 に つ い て  

         処 理 施 設 で の 処 理 量 は 、 計 量 に よ る 値 を 用 い る こ と 。 な お 、 搬 入 に 用

い る 処 理 施 設 に お い て 、 計 量 を 行 わ な い 処 分 方 法 の 場 合 は 、 事 前 に 監 督

員 と 協 議 の う え 、 処 理 量 を 定 め る こ と 。  

 

 

 

業  務  単  位  撮  影  頻  度  

本  数  作 業 量 の 10％ ＋ １ 枚  

面 積 ・ 延 長  作 業 量 の 0.2％  



  ８ ． そ の 他  

    （ １ ）  環 境 配 慮 推 進 の 取 組 み に つ い て  

         本 市 で は 、 現 在 及 び 将 来 の 市 民 が 持 続 的 に 環 境 の 恵 み を 享 受 で き る 横  

        須 賀 の 実 現 を 目 指 し 、 横 須 賀 市 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 構 築 し 、 全  

        て の 事 務 ・ 事 業 に お け る 環 境 配 慮 の 推 進 に 取 組 ん で お り ま す の で 、 貴 社  

        に お か れ ま し て も 、 こ の シ ス テ ム の 趣 旨 を ご 理 解 の う え 、 環 境 保 全 活 動  

        へ の 、 ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

    （ ２ ）  環 境 保 全 活 動 に 係 る 提 出 資 料 に つ い て  

         受 託 者 は 、 廃 棄 物 処 理 （ 剪 定 枝 、 草 等 ） に つ い て 、 地 球 環 境 保 全 等 の

促 進 を 図 る た め に 、 処 理 施 設 の 計 量 票 ま た は 資 源 化 を 証 明 出 来 る 書 類 を

提 出 す る こ と 。  

    （ ３ ）  本 仕 様 書 に 明 示 な き 事 項 で あ っ て も 、 業 務 遂 行 上 必 要 な 事 項 及 び 受 託 者  

       の 瑕 疵 事 項 に つ い て は 、 受 託 者 の 負 担 に よ り 処 理 す る こ と 。  

（ ４ ）  受 託 者 は 、 本 委 託 を 一 括 し て 他 人 に 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。  



1.5m未満 基準値

1.5～2.5m未満 2.6㎡

2.5m～ 3.6㎡

2.5m～ 3.0㎡

　②機械刈り

          樹高1.5m未満を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

樹 高 換 算 値

          樹高1.5m未満を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

樹 高 換 算 値

1.5m未満 基準値

1.5～2.5m未満 2.1㎡

150～180㎝ 12.3本 12.4本 24.7本

2.刈込物手入

　①手刈り

90～119㎝ 4.1本 4.0本 8.9本

120～149㎝ 7.4本 7.4本 16.4本

30～59㎝ 1.5本 0.74本 1.7本

60～89㎝ 2.4本 1.6本 3.2本

15㎝未満 0.41本 0.10本 0.21本

15～29㎝ 基準値 0.35本 0.90本

　②軽剪定

          常緑樹手入の幹周15㎝～29㎝を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹 周
換 算 値

常緑樹 落葉樹 針葉樹

240～269㎝ 20.3本 21.6本 30.3本

270～300㎝ 25.0本 26.7本 35.4本

180～209㎝ 12.0本 12.3本 20.0本

210～239㎝ 16.0本 16.6本 25.3本

120～149㎝ 4.9本 4.9本 10.0本

150～179㎝ 8.3本 8.3本 15.0本

60～89㎝ 1.6本 1.0本 2.2本

90～119㎝ 2.6本 2.6本 4.7本

30㎝未満 0.70本 0.28本 0.74本

30～59㎝ 基準値 0.54本 1.1本

令和２年度　　換　算　表　

1.高木剪定

　①基本剪定

          常緑樹手入の幹周30㎝～59㎝を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹 周
換 算 値

常緑樹 落葉樹 針葉樹



30～59㎝ 3.8本

60～89㎝ 9.5本

90～119㎝ 18.1本

幹 周 換 算 値

20㎝未満 0.63本

20～29㎝ 基準値

150～199㎝ 49.8本

200～250㎝ 122.1本

　②チェ－ンソ－刈り

          幹周20㎝～29㎝を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

60～89㎝ 10.0本

90～119㎝ 20.2本

120～149㎝ 30.4本

20㎝未満 0.64本

20～29㎝ 基準値

30～59㎝ 3.9本

1.5m～ 8.3ｍ

4.立木伐採

　①人力刈り

          幹周20㎝～29㎝を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹 周 換 算 値

樹 高 換 算 値

0.75m未満 基準値

0.75～1.5m未満 2.0ｍ

0.75～1.5m未満 2.0ｍ

1.5m～ 6.8ｍ

　②機械刈り

          樹高0.75m未満を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

3.生垣手入

　①手刈り

          樹高0.75m未満を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

樹 高 換 算 値

0.75m未満 基準値



71～80㎝ 15.0本

81～90㎝ 22.5本

91～100㎝ 33.8本

41～50㎝ 4.4本

51～60㎝ 6.6本

61～70㎝ 10.0本

11～20㎝ 基準値

21～30㎝ 1.4本

31～40㎝ 2.4本

　②伐倒

          胸高直径11㎝～20㎝を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

直 径 換 算 値

11㎝未満 0.61本

71～80㎝ 15.2本

81～90㎝ 22.8本

91～100㎝ 34.2本

41～50㎝ 4.5本

51～60㎝ 6.7本

61～70㎝ 10.1本

11～20㎝ 基準値

21～30㎝ 1.5本

31～40㎝ 2.5本

5.急傾斜地樹林管理

　①枝落とし

          胸高直径11㎝～20㎝を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

直 径 換 算 値

11㎝未満 0.61本



№ 公　園　名 所　在　地
管理面積
（㎡）

備　考

1 久里浜台1丁目公園 久里浜台1－18 1,612

2 久里浜台2丁目公園 久里浜台2－25 1,131

3 久里浜台2丁目第2公園 久里浜台2－33 3,316

4 長瀬公園 長瀬2－162 3,081

5 長瀬第2公園 長瀬1－13 378

6 長瀬第3公園 長瀬1－9 1,144

7 長瀬第4公園 長瀬1－3 601

8 長瀬２丁目公園 長瀬２－162 507

9 長瀬２丁目第２公園 長瀬２－162 1,018

10 久比里公園 久比里2－392 258

11 久比里1丁目公園 久比里1－433 636

12 若宮台公園 若宮台90 926

13 若宮台第2公園 若宮台2017 501

14 舟倉2丁目公園 舟倉2－330 820

15 佐原公園 佐原1－12 1,595

16 佐原3丁目公園 佐原3－4 2,027

17 佐原3丁目第2公園 佐原3－1172 471

18 佐原3丁目第3公園 佐原3－1328 1,286

19 佐原4丁目公園 佐原4－2 669

20 佐原4丁目第2公園 佐原4－7 1,005

21 佐原4丁目第3公園 佐原4－235 1,669

22 佐原緩衝緑地 佐原4－355 4,656

23 佐原太郎崎公園 佐原5－285 625

24 岩戸3丁目公園 岩戸3－364 13,054

25 岩戸3丁目第2公園 岩戸3－364 686

26 岩戸4丁目公園 岩戸4－58 6,163

27 岩戸4丁目第2公園 岩戸4－73 697

28 岩戸5丁目公園 岩戸5－10 4,340

公園一覧表



№ 公　園　名 所　在　地
管理面積
（㎡）

備　考

29 八幡公園 久里浜4－74 927

30 八幡第2公園 久里浜3－93 2,106

31 久里浜公園 久里浜6－642－6 5,871

32 久里浜１丁目公園 久里浜1ー417ー７ 9,700

33 久里浜2丁目公園 久里浜2－18 336

34 久里浜2丁目第2公園 久里浜2－2 473

35 久里浜3丁目公園 久里浜3－182 4,383

36 久里浜5丁目公園 久里浜5－621 379

37 久里浜5丁目第2公園 久里浜5－1790 784

38 久里浜6丁目公園 久里浜6－1720 993

39 久里浜8丁目公園 久里浜8－11 1,322

40 くりはまみんなの公園 久里浜1－381-4 22,628

41 くりはま花の国（山林部分） 神明町1－1 2,000

42 神明公園 神明町1－8 25,263

43 神明第2公園 神明町1821 7,874

44 ハイランド1丁目公園 ハイランド1－1686 2,533

45 ハイランド1丁目第2公園 ハイランド1－1526 3,950

46 ハイランド2丁目公園 ハイランド2－816 801

47 ハイランド2丁目第2公園 ハイランド2－1131 2,068

48 ハイランド3丁目公園 ハイランド3－1427 946

49 ハイランド3丁目第2公園 ハイランド3－1336 717

50 ハイランド4丁目公園 ハイランド4－1492 8,429

51 ハイランド5丁目公園 ハイランド5－1618 1,748

※上記以外の公園の作業を指示する場合がある。

公園一覧表


